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2025 年度民法第１問・解答例 

 

第１ 設問（１）について 

１ Ｃは債権αの債務者ではないが、「債務の弁済は第三者もすることができ

る」（民法（以下、法令名省略）４７４条１項）。もっとも、債務者Ａの意思

に反することを債権者Ｂが知っていることから、Ｃが債権αを弁済するにつ

いて「正当な利益」（４７４条２項）を有しない場合、Ｃの行った弁済は無

効となる（同条３項）。そこで、「正当な利益」の意義が問題となる。 

２⑴ ４７４条２項の趣旨は、他人の弁済によって恩義を受けることを欲しな

い債務者の感情の尊重と過酷な求償権の行使から債務者を保護することに

ある。そうであれば、「正当な利益」は厳格に解すべきであり、法律上の

利害関係を有する者に限るべきである。もっとも、法律上の利害関係は直

接のものに限定すべきではなく、事実上のもので足りる。 

 ⑵ 本件ではＣが賃借する乙建物に債権αを被担保債権とする抵当権が設定

されている。債権αについて債務不履行があり、抵当権が実行された場

合、乙建物の所有者が変更され、Ｃの賃借人としての立場に影響する。し

たがって、法律上の利害関係に影響を及ぼすおそれがあり、Ｃは債権αを

弁済することにつき「正当な利益」を有するといえる。 

 ⑶ したがって、Ｃの弁済は有効である。 

３ そして、Ａのために弁済をしたＣは、Ｂに代位する（４９９条）。これに

より、ＣはＡに対する求償権を取得し、乙建物に設定された抵当権を取得す

る（５０１条１項）。そして、Ｃは前記求償権を自働債権とし、債権βを受

働債権として対等額で相殺（５０５条１項）し、弁済後、求償可能額に達す

るまで債権βをＡに支払うことなく、乙建物を使用することができる。 

第２ 設問（２）について 

１⑴ Ｂは、抵当権に基づく物上代位としてβ債権を差し押さえることができ

るか。「目的物」の「賃貸」「によって債務者が受けるべき金銭」（３０４

条１項本文）も３７２条により抵当権の場合に準用されるか問題となる。 

 ⑵ 民法が物上代位を認める根拠は、優先弁済権を伴う担保物権について

は、担保権者の最終的な利益は担保価値の実現による債権の満足にあり、

担保物権の目的物そのものにより債権の満足がされなくても、他の形で同

様の結果が実現されれば担保価値の目的は果たされ、また、代償物につい
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て債権者の優先権を認めるのが債権者の通常の期待を保護することになる

という点にある。 

 ⑶ 抵当権は、目的物に対する占有を抵当権設定者の下にとどめ、設定者が

目的物を自ら使用し又は第三者に使用させることを許す性質の担保権であ

るが、このような性質は先取特権と異なるものではないし、設定者が賃料

債権を取得した場合に、これについて抵当権を行使できるものと解したと

しても、設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならない。 

   また、賃料は目的物の交換価値のなし崩し的実現といえるから、目的物

の交換価値を把握する権利である抵当権についても、物上代位の根拠が妥

当するというべきである。さらに、３７１条により被担保債権にかかる債

務不履行後の賃料債権については抵当権の効力が及ぶこととされている。 

   以上から、３７２条、３０４条１項本文の文言に反してまで賃料債権に

ついて抵当権を行使することができないと解するべきではない。 

 ⑷ そして、抵当権の効力は、被担保債権の不履行後の「抵当権不動産の果

実に及ぶ」（３７１条）から、債権αが債務不履行に陥った後の債権βに

は、抵当権の効力が及ぶ。 

２⑴ 次に、債権βがＤに譲渡されているため、これが「払渡し又は引渡し」

（３７２条、３０４条１項ただし書）に該当し、Ｂの抵当権に基づく物上

代位に優先するのではないかが問題となる。 

 ⑵ ３０４条１項ただし書が「払渡し又は引渡しの前に差押え」をすべき旨

を規定した趣旨は、二重弁済の危険から第三債務者を保護することにあ

る。また、抵当権の効力が物上代位の目的債権に及ぶことは抵当権設定登

記により公示されている（１７７条）とみることができる。さらに、債権

譲渡が物上代位に優先するとした場合、容易に物上代位権の行使を免れる

ことができることになり、これは抵当権者の利益を不当に害するというべ

きである。したがって、債権譲渡は「払渡し又は引渡し」に当たらない。 

 ⑶ 債権βは、ＡからＤへ譲渡され、確定日付のある証書により債権譲渡通

知が行われており、第三者対抗要件（４６７条２項）が具備されている

が、これにより、Ｂの物上代位に基づく差押えが障害されることはない。 

３ したがって、Ｂによる物上代位権の行使は認められる。     以 上 
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